
三種町監査委員告示第３号 

 

 

 地方自治法第２４２条第４項の規定に基づき、平成２５年４月４日付三種監

発－２で勧告した事項につき、別紙のとおり措置を講じた旨の通知があったの

で、地方自治法第２４２条第９項の規定により公表する。 

 

 

 

平成２５年７月２９日 

 

 

                  三種町監査委員  神 馬   均 

                      

                  三種町監査委員  加 藤 彦次郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	告示第03号
	勧告に基づく措置について（写）

